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大分市長から平成２７年度及び平成２８年度包括外部監査の結果に基づ

き措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第２５２条の３８第６

項の規定により次のとおり公表します。 

 



平成29年度措置状況又は今後の措置方針

区分 項目 内容

73 110 意見

22-13
難病患者
等見舞金
支給事業
の必要性
について

（難病患者等見舞金支給事業の必要性について）
　難病患者等見舞金支給事業とは、いわゆる難病の患者とそ
の家族の療養生活における労苦の軽減を図ることを目的とし
て、一人当たり年間12,000円の支給を行う事業である。
　難病患者とその家族の経済的支援を行うという趣旨は尊重
されるべきと考えるが、支給額が一人当たり年間12,000円と
少額であることからその効果に疑問を感じざるを得ない。ま
た、難病患者に対しては県の難病患者に対する医療費助成制
度もあり、市としてさらに見舞金を支給する必要があるのか
どうか、他の自治体の支給状況等を勘案したうえでその必要
性を検討する必要があると考える。
　また、仮に存続するにしても、所得制限等を設けて支給対
象者を絞り、その対象となった患者には現行より手厚い支給
額にする等の検討が行わなければ、事業としての効果は見込
めないと考えられる。

　難病患者等見舞金支給事業は、難病患者とその
家族の療養生活の労苦の軽減を図るため、大分県
が認定する重症患者に対し、年額12,000円を支給
しているものである。
　平成25年4月には、「障害者総合支援法」が施行
されたことにより、障害福祉サービスの利用が可
能になるとともに、利用できるサービスの種類が
増え、難病患者への支援は拡充していることか
ら、見舞金の支給の必要性は薄らいでいる。
　他の中核市においては、見舞金の制度があるの
は48市中14市で、そのうち2市は廃止を検討してい
るという状況である。その支給額については、年
額10,000円から60,000円となっており、他都市と
比較して、本市の支給額は少額である。
　さらには、平成27年1月の「難病の患者に対する
医療等に関する法律」の施行により、新たな医療
費助成の仕組みが構築され、現行制度での重症認
定は、平成29年12月31日までの3年間の経過措置を
もって終了することから、平成29年度をもって見
舞金支給事業については終了することとした。

措置済
保健予
防課

平成27年度包括外部監査「過去の包括外部監査に関する措置状況等について」

番号
報告書
ページ 措置の内容 対応区分

指摘事項（監査結果）又は意見
担当部署

1 / 9 ページ



区分 項目 内容
番号

報告書
ページ 措置の内容 対応区分

指摘事項（監査結果）又は意見
担当部署

92 143 意見

20-5
消防施設
費-委託料
-庁舎清掃
等管理業
務委託料

　平成26年度に契約された4つの清掃業務についてはすべて指
名競争入札により入札が行われており、またその落札率につ
いて確認したところ高い落札率を示しているわけではないの
で競争性の向上は図られていることは認められる。
　しかしながら地方自治法第234条では一般競争入札が原則と
定められており、入札環境の整備や設計根拠の確立、安全性
の確保等、課題の解決を早急に検討して一般競争入札の導入
を行いより一層競争性の向上を図るべきである。

　清掃業務等の施設維持管理業務委託の一般競争
入札については、多くの業者が入札に参加するこ
とが見込まれ、一律に不信用・不誠実な者が入札
に参加することを防ぐ基準の設定が困難な状況で
あり、また、発注者である市と入札参加者である
業者の双方で電子化等の入札環境が整っていない
こともあって導入に至っていない。しかしなが
ら、機器保守点検業務や全庁ネットワーク運用管
理業務委託等、可能なものについては一般競争入
札により実施しているところであり、今後も地方
自治法に則り契約を選定しながら一般競争入札を
実施し、一層の競争性の向上に努めていく。
　なお、一般競争入札の環境整備として求められ
る電子化については、大分県を中心に県内の市町
村で共同利用している建設工事等の電子入札シス
テムの改修が平成31年度に予定されていることか
ら、施設維持管理業務等についても、その対象と
なるよう業務の拡大について県と協議してまいり
たい。

措置済

消防総
務課
契約監
理課

2 / 9 ページ



区分 項目 内容
番号

報告書
ページ 措置の内容 対応区分

指摘事項（監査結果）又は意見
担当部署

96 148 意見

20-9
消防団の
人員の総
数

　平成26年10月31日改正前の「消防力の整備指針」第38条第2
項では、消防団における人員の総数を消防団の管理する動力
ポンプの種類ごとに規定する消防隊の隊員の数と、大規模な
災害時等における住民の避難誘導に必要な数を一定の基準で
算出した数の合計で求めていた。ところが改正後の消防力の
整備指針では機械的に算出すると実態に合わない消防団員数
が算出される可能性があることから、消防団の人数の総数を
求める具体的な基準を削除している。
　他方、改正前の算出方法により算出した消防団員数が、地
域の実情を踏まえた上で、市町村において適正な算定方法と
算定されるのであれば、それを妨げるものではない、と消防
庁のコメントもある。
　大分市と他の面積規模が同規模の中核市の消防団員数、消
防団員１人当たりの面積との比較してみると、大分市の消防
団員1人当たりの面積は平均的な値になっている。
　大分市の消防団員数1人当たりの面積は平均的な値になって
いるとしても、大分市は市街地を大分川と大野川の二大河川
が縦断し、かつ、丘陵地が市街を横断しており地震・風水害
時に地域が孤立するという可能性を考慮し、さらに改正後の
消防力の整備指針の趣旨をくみとって、消防団員の算定の仕
方が大分市の実情に適った方法であるかどうかを含めて、消
防団員数の適正性の検証を再度行うことが望ましい。

　消防団員数の適正性については、これまで消防
団幹部定例会議において、「消防力の整備指針」
や地理的条件、歴史的背景等、大分市の実情を踏
まえ、消防団と協議を重ね検証を進めてきたとこ
ろであり、その検討の結果、平成29年4月に条例定
員の2,400人は適正と判断した。
　今後も南海トラフ地震をはじめとした自然災害
などの大規模な災害の発生を考慮するとともに、
社会情勢の変化や人口動態などの実態把握を定期
的に行い、地域の実情に応じた消防団員数の適正
性について絶えず検証を行うこととする。

措置済
消防総
務課

3 / 9 ページ



区分 項目 内容
番号

報告書
ページ 措置の内容 対応区分

指摘事項（監査結果）又は意見
担当部署

123 201 意見

18-6
地域ふれ
あいサロ
ン事業に
ついて
サロン事
業の普及
について

長寿いきいき安心プラン（大分市高齢者福祉計画及び第6期
大分市介護保険事業計画）において、地域ふれあいサロンの
設置数が計画されているが、この数字については、もともと
は市に存在する600を超える自治区に各1つ設置するというこ
とであったが、老人クラブや敬老会等そもそもの目的は違っ
ても、高齢者の活動の場として利用できるものについては、
設置の必要が大きくないと判断しているため、現在は最終的
に600超の設置は明確に予定しているわけではないとのことで
あった。
ただ、最終的にどこにどれだけのサロンを設置するのかと

いう数値が想定されていない状況となっている。仮に最終目
標設置数を500サロンとした場合には、現状のペースでは、18
年（（500―320）÷10／年）かかることになり、現在の目標
のペースで作れば、今の高齢者のニーズを達成するまで長期
となり、当該高齢者自身がサロンを利用できないという可能
性もある。サロン設置数の長期的な目標及び達成年度を可能
な限り明確にしていく必要があるといえる。

　地域ふれあいサロンは公民館など身近な場所
で、地域のボランティア等の協力を得ながら、高
齢者の閉じこもりを防ぎ、仲間づくりや地域住民
のつながりづくりを目的とした交流・ふれあいの
場である。
　長寿いきいき安心プラン（大分市高齢者福祉計
画及び第6期大分市介護保険事業計画）における地
域ふれあいサロンの設置数は、近年の実績を基に
大分市介護保険事業計画の3年間の見込みを示した
もので、680を超える全自治区への設置を目標とす
るものではない。
　地域ふれあいサロンについては、近年、高齢化
により、担い手となるボランティアがおらず、民
生委員など一部の人に負担がかかり、運営に支障
をきたしている地区もある。また、平成29年3月に
実施した大分市高齢者実態調査によれば、サロン
以外にも個人の趣味・嗜好に合った社会参加の場
に集う人の割合が増えており、高齢者の居場所が
多様化していることがうかがえる。
　本市としては、高齢者の閉じこもり防止と介護
予防強化の観点から、サロンの必要性を認識して
いるところであり、以上の経過を踏まえ、今後と
も現在運営されているサロンの充実・強化を図る
とともに、自治会等と協議をする中、地域の実情
に応じてサロンの設置箇所の増加にも努めていく
こととする。

措置済
長寿福
祉課

4 / 9 ページ



区分 項目 内容
番号

報告書
ページ 措置の内容 対応区分

指摘事項（監査結果）又は意見
担当部署

　家族介護用品支給事業は、国の地域支援事業の
任意事業で実施しており国及び県から助成を受け
ている。一方、介護用品購入費支給事業は、市町
村特別給付であり、100％介護保険料を財源として
いる。
　介護用品購入費支給事業に所得制限を設けた場
合の事業統合を検討したが、現在の利用者に対す
る影響及び両事業の対象者、審査方法、財源の違
い等を勘案すると統合は難しい。
　しかし、家族介護用品支給事業は、平成27年度
の厚生労働省の要綱改正において、原則任意事業
の対象外となり、国の助成を受けられなくなる可
能性もあることから、今後は国の動向を注視し、
制度改正に応じた見直しを行う中、効率的、効果
的な事業展開に努めていくこととする。

措置済
長寿福
祉課

124 203 意見

18-7
家族介護
用品支給
事業につ
いて　高
齢者福祉
課及び介
護保険課
での実施
事業の内
容につい
て

　事業の比較表を閲覧して、事業統合の可否について再検討
を行った。
　過年度の包括外部監査報告書によると、双方の事業対象及
び目的を踏まえ、事業の効果が同一と考えられるため、事務
効率の観点からも制度を統合することも今後検討するべきと
された。
　市によると、家族介護用品支給事業は市民税非課税世帯を
対象としており、これに対して介護用品購入費支給事業は所
得制限を設けていない。両事業で対象者に差があるのは、介
護用品購入費支給事業については、市町村特別給付事業とし
て実施しており財源の10割が介護保険料であることから、被
保険者が平等に利用できる必要があり、所得に応じて利用制
限を設けることは不適切であると考えているためである。こ
のように、2つの事業における所得制限の有無があることなど
から制度の統合を行っていない。
　平成17年度及び平成26年度事業実績額及び支給対象者数
は、家族介護用品支給事業については減少傾向にある一方、
介護用品購入費支給事業は増加傾向にある状況となってい
る。
　介護サービス利用者が増加している今日、平成27年8月1日
から介護保険法等の一部改正では、利用者の費用負担につい
て一定以上所得がある者について見直しが行われるなど、応
能負担の考え方が強まっている。
　介護用品購入費支給事業においては、受けたサービス・利
益に応じたものを平等に負担するという応益負担の観点から
所得に応じて利用制限を設けることは不適切と考えている
が、応能負担の考え方を取り入れ、介護用品購入費支給事業
を家族介護用品支給事業の枠内に入れること、その中で柔軟
に所得制限を設けることを検討する余地があるといえる。

5 / 9 ページ



区分 項目 内容
番号

報告書
ページ 措置の内容 対応区分

指摘事項（監査結果）又は意見
担当部署

146 238 意見
17-4
利用状況

　平成26年度の鶴崎公民館図書室の一日平均利用者数は5.6人
となっており、平成20年度の9.2人と比較して4割減少してい
る。また郷土資料の貸出冊数は年間4冊に留まっており、現状
では鶴崎公民館の特色が発揮されていない。
　鶴崎市民行政センター図書室に郷土資料コーナーを設ける
ことによって鶴崎公民館図書室の特色を引き継ぐなどの方法
でより効率的な行政サービスを提供するように検討する必要
がある。また、鶴崎公民館図書室と鶴崎市民行政センター図
書室の統合について再検討する必要があると考える。

　鶴崎公民館図書室は、鶴崎市民行政センターに
図書室が新設される際に、地元住民の要望によ
り、統合せずに存続した経緯がある。また、鶴崎
公民館は、市内の13地区公民館で最も古く築45年
を経過している。以前から地域住民により大規模
改修等の必要性を指摘されており、現在「大分市
地域まちづくりビジョン」に係る「鶴崎地域ビ
ジョン会議」において鶴崎地区全体のハード整備
を含めた協議を行っているところであり、ビジョ
ン会議の結果を踏まえる中検討していくこととし
ている。
　このようなことから、現段階で図書室の統合の
みをとりあげて検討することは難しく、鶴崎公民
館図書室を廃止し、鶴崎市民行政センター図書室
に統合することは、公民館利用者のサービス低下
につながることが懸念され、鶴崎公民館の改修等
が行われるまでは、図書室を維持することが適当
であると考える。
　これまで鶴崎公民館図書室については、新刊、
人権、環境等のコーナーの設置、季節にあわせた
掲示などを行っている。また、「子どもの読書・
ことば遊び教室」や「読み聞かせボランティア養
成講座」などの取組を行い地域の読書活動の拠点
としての一定の役割を果たしている。
　今後も、公民館図書室を主に担当している公民
館指導員を中心に、公民館を訪れる親子などが利
用したくなるような環境整備を行い、鶴崎公民館
図書室の活性化を図っていきたい。

措置済
社会教
育課

6 / 9 ページ



区分 項目 内容
番号

報告書
ページ 措置の内容 対応区分

指摘事項（監査結果）又は意見
担当部署

148 240 意見

17-5
業務委託
契約（公
民館の管
理運営）

管理業務委託については地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定するシルバー人材センターとの特定随意契約であ
る。
特定随意契約は高年齢者等の雇用の安定確保の観点から定

められた契約であり金額の多寡でその適正性を判断すること
はできないが、金額の推移はある程度の適正性の判断材料と
はなりうる。
大分市契約事務規則第40条の2第1項で契約の名称及び概要

その他の事項を公表することとされている。これらの事項は
市役所契約監理課の窓口にファイルが置いてあり誰でも閲覧
できる状態にあるため、市民は特定随意契約の適正性の判断
について公表事項を参考にして決定することができる。しか
しながらファイルを閲覧するためには大分市役所に来なけれ
ばならず、閲覧するための労力は少なからず要することにな
る。ところがファイルの閲覧だけでなく大分市のホームペー
ジで公表すれば大分市民はインターネットに接続できる環境
であれば何時でも、どこででも特定随意契約の内容を確かめ
ることができることになる。
今後は大分市民の利便性を高め、特定随意契約の適正性の

判断を行いやすくするために大分市のホームページ上で特定
随意契約の事項を開示することを検討する余地がある。

　シルバー人材センターとの特定随意契約の公表
については、契約監理課において各課で契約した
内容を閲覧に供しているが、今後は市民の利便性
と特定随意契約の適正性の説明責任の向上を図る
ため、平成30年度から母子・父子福祉団体や生活
困窮者就労訓練施設などの契約と合わせてホーム
ページ上で契約案件ごとに内容を適時公表するこ
ととした。

措置済
契約監
理課

7 / 9 ページ



区分 項目 内容
番号

報告書
ページ 措置の内容 対応区分

指摘事項（監査結果）又は意見
担当部署

174 280 意見

17-13
複数の補
助・負担
がある交
付先・負
担先

商業振興事業等の平成26年度の補助事業、委託事業、負担
金の一覧を閲覧した。
＜大分市工業連合会について＞
大分市工業連合会については、運営費補助金と中小企業経

営セミナー負担金の双方が拠出されている。中小企業経営セ
ミナーという経営者や一般市民等を対象にしたものは、金融
機関や商工関連団体でも既に行われているものであり、当団
体に大分市が負担金を拠出する意義に乏しいといえる。担当
者へのヒアリング及び関連資料の閲覧の結果、当該セミナー
と他の関係機関で行われているセミナーとの具体的な違いは
認められなかった。
また、同負担金に係る事業の収支計算書を見ると、費用の

うち最も大きいものが、会場費（ホテルの使用料）となって
いるが、運営費補助金を拠出している商工会議所や、大分市
産業活性化プラザで行えばこういったコストは削減できるの
ではないかと思われる。中小企業経営セミナー負担金につい
ては、有効性や効率性が客観的に認められず支出の妥当性が
確保されているとは言い切れないと考えられる。
負担金及び補助金がともに支出されている先については、

負担・支出の根拠を明確にした上で、必要か否かを十分に検
討し、廃止も視野に検討することが必要である。
また、運営費補助金については、財産や収支の状況を踏ま

え、金額の妥当性を具体的に計算した根拠が見あたらなかっ
た。今後は使途を明確化した上で、事業費連動型の補助金に
切り替えていく対応も求められる。

　大分市工業連合会は、企業の経営、技術振興の
ための情報交換や研究発表、市場の開拓や受注の
斡旋などを行い大分市の工業の発展を促進する組
織で、その活動は地域経済の発展に大きく寄与し
ており、総合的に支援する必要があるため、運営
補助金として支出している。
　また、中小企業経営セミナーは、大分市工業連
合会会員を中心として後継者の人材育成、経営戦
略の知識を深めるために行っており、大分市と大
分市工業連合会が唯一共同開催している事業であ
り、大分県経済にもたらす重要な課題を市民に周
知してもらう目的で、ホームページや広報紙で広
く案内していることから、負担金として支出して
いるところである。
　なお、大分市工業連合会に対する運営費補助金
については、平成28年度中に収支状況や資産状況
などを確認した上で、金額等を十分に精査した。
また、中小企業経営セミナー負担金の拠出につい
ては、これまで負担金を25万円支出していたが、
平成28年度中に内容の見直しを行い、当該年度分
については19万円の支出とした。
　今後も引き続き補助金の内容について精査を行
い、適正かつ効果的な補助金の支出に努めること
とする。

措置済
商工労
政課
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報告書
ページ 措置の内容 対応区分

指摘事項（監査結果）又は意見
担当部署

183 292 意見

16-1
佐野清掃
センター
における
業務委託
契約の内
容につい
て

（随意契約の公表について）
「大分市契約事務規則」によれば、建設工事の場合は130万円以

下（清掃センターの施設プラント設備関係では、内部の取り決めに
より修繕については50万円以下）の契約では随意契約が可能であ
り、それを超える契約については、原則として入札によることとされ
ている。

従って、佐野清掃センター及び福宗環境センターの場合、50万円
を超える委託契約は原則として入札となるはずであるが、構造に
熟知したプラントメーカーしか部品調達を含む円滑な保守管理がで
きない等の理由により、実際は50万円を超える業務委託契約で
あっても随意契約となっているケースがかなりの件数で存在してい
た。

このように市の規則で定める原則的な取扱いよりも例外による取
扱いが実務上多くなるケースでは、何故例外的取扱いになるのか
を示す必要がある。

この点につき、大分市契約事務規則では一定の条件に当てはま
る随意契約は公表することになっているが、それ以外の随意契約
は公表しなくてもよいこととなっている。

しかし、他の自治体では、実際には随意契約となっている業務委
託契約が多数存在する現状を勘案し、契約に係る透明性をあげ市
民の理解を得るため、公表する随意契約の範囲を拡げたうえで公
表しているところもあるようである。

大分市においても、他の自治体の公表状況を調査したうえで、例
えば一定金額以上の随意契約は全てその理由を公表することが
可能かどうか等、検討する必要があると考えられる。また、原則は
あくまでも一般競争入札であることを忘れないで貰いたい。

随意契約の公表について、大分市契約事務規則
では地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び
第4号の特定随意契約についてのみ規定している。
しかし、今後は、契約手続きのより一層の透明

性の向上を図るため、事務手続き等を考慮する
中、実務的に対応可能な金額基準等を定め、平成
30年度以降は地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号から第9号のいずれかに該当する場合につい
て、随意契約理由を含む契約情報をホームページ
で適時公表することとした。

措置済

清掃施
設課
契約監
理課
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